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第４章 行政訴訟事件 

 

  令和５年において、当委員会が発した不当労働行為事件の命令について、使用者側又は

労働者側から、あるいは双方から行政訴訟が提起されたものはなかった。 

 

第５章 地公労法第５条第２項の認定・告示 

 

  令和５年において、地方公営企業等の労働関係に関する法律第５条第２項の規定に基づ

いて、労働組合法第２条第１号に定める使用者の利益代表者の範囲を認定・告示したもの

はなかった。 


